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引き続き同一校で任用される臨時的任用職員の諸手当認定の 

特例について（通知） 

 

 このことについて、平成３１年４月に、引き続き同一校で任用される臨時的任用職員に

ついては、下記のとおり取扱うこととしますので、事務処理に遺漏のないようお願いしま

す。 

 

記 

 

１ 臨時的任用職員の諸手当認定の特例 

臨時的任用職員に係る各手当の認定について、以下の要件を全て満たす場合は前年度

から認定が引き続いたものとみなして取扱うことができます。 

（１）年度当初の認定であること。 

（２）前年度と同一校での任用であること。 

（３）任用の空白期間が数日間程度であること。 

（４）前年度の手当認定時から手当に係る状況に変化がないこと。 

  

２ １の特例に該当する場合の認定時の取扱い 

前年度の認定簿へ「Ｈ３１．４特例該当」と記載し、給与事務担当者印を押印してく

ださい。 

   

３ 注意事項 

  人事給与福利厚生システムへのデータ連携の関係上、システム上の処理については引

き続き行う必要があります。 

（１）県立学校の場合 

    新年度における臨時的任用職員による総務事務システムでの諸手当の申請及び、

給与事務担当者による認定簿への情報の入力は引き続き必要となります。 

  （２）市町立学校の場合 

    新年度における給与事務担当者による小中学校事務ネットワークシステムへの届

出情報の入力・登録、認定決裁情報入力は引き続き必要となります。 
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